
8 年 6 月 16 日令和 招集

令 和 8 年

第2回美唄市議会定例会議案



2 号

8 年 5 月 12 日

8 年 6 月 16 日

美唄市議会議長　谷　村　知　重　　　

1 検査の範囲

2 検査の期日

　

3 検査の結果

　地方自治法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の結果について、次のとおり監

査委員から提出があったので報告する。

報告第

令和 受 理

例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告

令 和

例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告

令和8年　1月分、2月分、3月分

一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金出納事務

一般会計・特別会計 公営企業会計

3月分 令和8年4月10日 令和8年4月22日

　会計管理者等より提出された現金出納検査資料の計数について、金融機関発行の

現金出納関係帳簿及び預金残高証明書類と照合した結果、令和8年1月、2月、3月末日

現在における一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金出納事務は、正確であると

認められた。

1月分 令和8年2月10日 令和8年2月24日

2月分 令和8年3月10日 令和8年3月23日









勘　定　科　目
残　　高 残　　高

2,549,553,023 2,549,553,023 欠 損 金

11,251,007,818 17,404,676,645 766,346,598 合　　　計 766,346,598 17,404,676,645 11,251,007,818

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 3,008,917,255 3,008,917,255

資 本 剰 余 金 5,820,440 5,820,440

155,443,722 10,080,115 そ の 他 流 動 負 債 11,339,882 159,021,859 3,578,137

長 期 前 受 金 1,115,623,114 1,115,623,114

68,031,616 68,031,616 収 益 化 累 計 額

1,570,595,582 138,863,664 未 払 金 259,908,246 1,748,478,402 177,882,820

81,789,556 13,472,146 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

81,789,556

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

677,856,000 677,856,000

一 時 借 入 金

79,490,279 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

159,005,961 79,515,682

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

4,111,810,684 4,111,810,684

前 払 費 用

80,310,000 81,136,530 70,700 前 払 金 70,700 826,530

7,569,591 7,569,591 467,473 そ の 他 流 動 資 産

549,810 549,810 つ り 銭 資 金

184,099,298 988,182,410 94,002,910 未 収 金 84,596,850 804,083,112

貸 倒 引 当 金 190,000 190,000

4,945,964 67,060,249 4,674,757 貯 蔵 品 6,209,455 62,114,285

521,940 521,940 無 形 固 定 資 産

489,807,015 489,807,015 11,542,500 投 資

523,936,490 3,900,989,420 240,279,752 現 金 預 金 290,436,810 3,377,052,930

2,144,887 2,144,887 11 特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

6,021,144,266 6,021,144,266 115,076,000 有 形 固 定 資 産 642,372,749 642,372,749

（ 費 用 勘 定 ）

1,317,208,167 1,330,863,152 134,329,588 医 業 費 用 13,532,446 13,654,985

1,185,751 1,185,751 88,083 医 業 外 費 用

8,617,846 3,398,899 医 業 収 益 99,821,490 1,137,641,919 1,129,024,073

医 業 外 収 益 430,719 297,593,133 297,593,133

特 別 利 益 823,731 823,731

病 院 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

令和8年 1月



勘　定　科　目
残　　高 残　　高

2,549,553,023 2,549,553,023 欠 損 金

11,225,504,379 18,167,071,641 762,394,996 合　　　計 762,394,996 18,167,071,641 11,225,504,379

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 3,008,917,255 3,008,917,255

資 本 剰 余 金 5,820,440 5,820,440

166,494,785 11,051,063 そ の 他 流 動 負 債 9,922,587 168,944,446 2,449,661

長 期 前 受 金 1,115,623,114 1,115,623,114

68,031,616 68,031,616 収 益 化 累 計 額

1,814,778,850 244,183,268 未 払 金 212,446,107 1,960,924,509 146,145,659

81,789,556 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

81,789,556

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

677,856,000 677,856,000

一 時 借 入 金

155,385,961 75,895,682 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

159,005,961 3,620,000

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

4,111,810,684 4,111,810,684

前 払 費 用

80,310,000 81,147,530 11,000 前 払 金 11,000 837,530

8,087,460 8,087,460 517,869 そ の 他 流 動 資 産

549,810 549,810 つ り 銭 資 金

174,746,590 1,069,456,090 81,273,680 未 収 金 90,626,388 894,709,500

貸 倒 引 当 金 190,000 190,000

4,586,690 72,239,488 5,179,239 貯 蔵 品 5,538,513 67,652,798

521,940 521,940 無 形 固 定 資 産

489,847,015 489,847,015 40,000 投 資

371,234,814 4,104,982,177 203,992,757 現 金 預 金 356,694,433 3,733,747,363

2,144,887 2,144,887 特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

6,042,461,389 6,042,461,389 21,317,123 有 形 固 定 資 産 642,372,749 642,372,749

（ 費 用 勘 定 ）

1,431,785,259 1,445,440,724 114,577,572 医 業 費 用 480 13,655,465

1,643,886 1,643,886 458,135 医 業 外 費 用

12,515,454 3,897,608 医 業 収 益 86,771,283 1,224,413,202 1,211,897,748

医 業 外 収 益 384,205 297,977,338 297,977,338

特 別 利 益 823,731 823,731

病 院 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

令和8年 2月



勘　定　科　目
残　　高 残　　高

2,549,553,023 2,549,553,023 欠 損 金

11,713,942,866 19,417,486,550 1,250,414,909 合　　　計 1,250,414,909 19,417,486,550 11,713,942,866

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 3,008,917,255 3,008,917,255

資 本 剰 余 金 5,820,440 5,820,440

178,346,234 11,851,449 そ の 他 流 動 負 債 9,952,576 178,897,022 550,788

長 期 前 受 金 1,115,623,114 1,115,623,114

68,031,616 68,031,616 収 益 化 累 計 額

2,044,780,357 230,001,507 未 払 金 265,402,332 2,226,326,841 181,546,484

81,789,556 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

81,789,556

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

677,856,000 677,856,000

一 時 借 入 金

159,005,961 3,620,000 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

159,005,961

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

332,100,000 4,443,910,684 4,443,910,684

前 払 費 用

10,000 81,224,530 77,000 前 払 金 80,377,000 81,214,530

18,291,613 18,291,613 10,204,153 そ の 他 流 動 資 産

549,810 549,810 つ り 銭 資 金

176,904,793 1,165,506,705 96,050,615 未 収 金 93,892,412 988,601,912

貸 倒 引 当 金 190,000 190,000

6,473,309 76,710,041 4,470,553 貯 蔵 品 2,583,934 70,236,732

521,940 521,940 無 形 固 定 資 産

497,822,015 497,822,015 7,975,000 投 資

595,705,405 4,666,687,898 561,705,721 現 金 預 金 337,235,130 4,070,982,493

2,144,887 2,144,887 特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

6,220,190,394 6,220,190,394 177,729,005 有 形 固 定 資 産 642,372,749 642,372,749

（ 費 用 勘 定 ）

1,576,009,261 1,589,802,824 144,362,100 医 業 費 用 138,098 13,793,563

1,734,800 1,734,800 90,914 医 業 外 費 用

14,792,346 2,276,892 医 業 収 益 103,785,486 1,328,198,688 1,313,406,342

医 業 外 収 益 24,947,941 322,925,279 322,925,279

特 別 利 益 823,731 823,731

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

令和8年 3月

病 院 事 業 会 計 試 算 表



14,017,084,852 16,120,636,282 247,408,315 合　　　計 247,408,315 16,120,636,282 14,017,084,852

資 本 剰 余 金 120,201,460 120,201,460

利 益 剰 余 金 245,645,936 245,645,936

282,622 282,622 長 期 前 受 金 2,826,625,864 2,826,343,242

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 893,034,043 893,034,043

1,209,120,077 1,209,120,077 収 益 化 累 計 額

53,808,489 309,200,486 53,293,112

2,104,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,104,000

2,177 そ の 他 流 動 負 債 3,823,631 39,075,945 39,073,768

一 時 借 入 金

440,300,930 50,923,789 未 払 金 20,924,658 458,606,760 18,305,830

119,116,419 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

239,236,967 120,120,548

1,088,238 前 受 金 1,088,238

255,907,374 9,074,046 預 り 金

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

3,109,043,132 3,109,043,132

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

51,742,793 51,742,793

前 払 費 用

19,795,700 27,685,700 前 払 金 7,890,000

26,573,535 26,658,196 1,717,078 そ の 他 流 動 資 産 84,661

貸 倒 引 当 金 5,066,103 5,066,103

9,474,725 28,877,165 35,000 貯 蔵 品 24,500 19,402,440

短 期 貸 付 金

1,368,300 1,368,300 無 形 固 定 資 産

227,167,865 953,256,098 123,549,721 現 金 預 金 60,003,222 726,088,233

14,869,742 545,106,036 42,119,133 未 収 金 70,251,078 530,236,294

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

12,255,179,270 12,255,347,890 1,172,470 有 形 固 定 資 産 6,103,397,563 6,103,228,943

（ 費 用 勘 定 ）

229,686,123 230,543,769 18,534,456 営 業 費 用 857,646

23,849,515 23,849,515 営 業 外 費 用

21,776 営 業 収 益 38,290,115 391,013,313 390,991,537

営 業 外 収 益 40,711,783 40,711,783

特 別 利 益 282,622 282,622 282,622

水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 1月



14,019,616,868 16,536,865,139 416,228,857 合　　　計 416,228,857 16,536,865,139 14,019,616,868

資 本 剰 余 金 120,201,460 120,201,460

利 益 剰 余 金 245,645,936 245,645,936

282,622 長 期 前 受 金 2,826,625,864 2,826,343,242

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 893,034,043 893,034,043

1,209,120,077 1,209,120,077 収 益 化 累 計 額

13,637,670 322,838,156 13,211,163

2,104,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,104,000

2,177 そ の 他 流 動 負 債 3,220,701 42,296,646 42,294,469

一 時 借 入 金

537,961,367 97,660,437 未 払 金 178,628,740 637,235,500 99,274,133

193,011,850 73,895,431 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

239,236,967 46,225,117

1,088,238 前 受 金 1,088,238

309,626,993 53,719,619 預 り 金

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

3,109,043,132 3,109,043,132

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

51,742,793 51,742,793

前 払 費 用

795,700 27,692,700 7,000 前 払 金 19,007,000 26,897,000

36,588,223 36,672,884 10,014,688 そ の 他 流 動 資 産 84,661

貸 倒 引 当 金 5,066,103 5,066,103

9,439,925 28,877,165 貯 蔵 品 34,800 19,437,240

短 期 貸 付 金

1,368,300 1,368,300 無 形 固 定 資 産

106,981,504 984,458,276 31,202,178 現 金 預 金 151,388,539 877,476,772

32,421,303 580,648,612 35,542,576 未 収 金 17,991,015 548,227,309

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

12,343,641,094 12,343,809,714 88,461,824 有 形 固 定 資 産 6,103,397,563 6,103,228,943

（ 費 用 勘 定 ）

243,245,658 244,103,304 13,559,535 営 業 費 用 857,646

36,015,084 36,015,084 12,165,569 営 業 外 費 用

21,776 営 業 収 益 32,233,419 423,246,732 423,224,956

営 業 外 収 益 86,973 40,798,756 40,798,756

特 別 利 益 282,622 282,622

水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 2月



14,113,954,466 17,540,012,291 1,003,147,152 合　　　計 1,003,147,152 17,540,012,291 14,113,954,466

資 本 剰 余 金 120,201,460 120,201,460

利 益 剰 余 金 245,645,936 245,645,936

282,622 長 期 前 受 金 261,495 2,826,887,359 2,826,604,737

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 893,034,043 893,034,043

1,209,120,077 1,209,120,077 収 益 化 累 計 額

50,229,975 373,068,131

2,104,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,104,000

2,177 そ の 他 流 動 負 債 5,178,540 47,475,186 47,473,009

11,000,000 11,000,000 一 時 借 入 金 11,000,000 11,000,000

762,859,739 224,898,372 未 払 金 132,169,731 769,405,231 6,545,492

239,236,967 46,225,117 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

239,236,967

1,088,238 前 受 金 16,887 1,105,125 16,887

373,068,131 63,441,138 預 り 金

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

174,100,000 3,283,143,132 3,283,143,132

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

51,742,793 51,742,793

前 払 費 用

795,700 27,692,700 前 払 金 26,897,000

43,047,109 43,132,295 6,459,411 そ の 他 流 動 資 産 525 85,186

貸 倒 引 当 金 5,066,103 5,066,103

13,564,725 33,047,165 4,170,000 貯 蔵 品 45,200 19,482,440

短 期 貸 付 金

1,368,300 1,368,300 無 形 固 定 資 産

132,287,435 1,309,110,450 324,652,174 現 金 預 金 299,346,243 1,176,823,015

15,068,839 827,142,222 246,493,610 未 収 金 263,846,074 812,073,383

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

12,360,103,623 12,360,272,243 16,462,529 有 形 固 定 資 産 6,103,397,563 6,103,228,943

（ 費 用 勘 定 ）

291,915,528 292,780,059 48,676,755 営 業 費 用 6,885 864,531

46,683,130 46,683,130 10,668,046 営 業 外 費 用

21,776 営 業 収 益 51,304,262 474,550,994 474,529,218

営 業 外 収 益 15,641,335 56,440,091 56,440,091

特 別 利 益 282,622 282,622

水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 3月



3,811,505,899 3,958,207,623 3,273,080 合　　　計 3,273,080 3,958,207,623 3,811,505,899

資 本 剰 余 金 95,697,999 95,697,999

474,165,353 474,165,353 欠 損 金

769,873,621 769,873,621 収 益 化 累 計 額

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 567,594,701 567,594,701

448,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

448,000

そ の 他 流 動 負 債 27,918 299,769 299,769

長 期 前 受 金 1,227,370,712 1,227,370,712

12,330,090 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

24,707,517 12,377,427

前 受 金

822,980 85,509 預 り 金 85,509 822,980

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

1,902,900 1,902,900

一 時 借 入 金

28,822,388 1,530,019 未 払 金 657,864 28,959,788 137,400

2,602,882 2,602,882 18,255 そ の 他 流 動 資 産

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

403,858,692 403,858,692

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

18,310,000 前 払 金 18,310,000

976,500 976,500 無 形 固 定 資 産

15,518,004 63,916,092 607,081 現 金 預 金 1,615,528 48,398,088

13,068 37,572,094 307,098 未 収 金 607,081 37,559,026

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

2,536,181,079 2,536,181,079 有 形 固 定 資 産 1,465,268,381 1,465,268,381

（ 費 用 勘 定 ）

10,235,152 10,246,304 725,118 営 業 費 用 11,152

1,940,240 1,940,240 営 業 外 費 用

営 業 収 益 279,180 2,997,918 2,997,918

営 業 外 収 益 34,000,000 34,000,000

特 別 利 益

工 業 用 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 1月



工 業 用 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 2月

営 業 収 益 288,486 3,286,404 3,286,404

営 業 外 収 益 7,528 34,007,528 34,007,528

特 別 利 益

（ 費 用 勘 定 ）

10,784,662 10,795,814 549,510 営 業 費 用 11,152

2,151,104 2,151,104 210,864 営 業 外 費 用

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

2,537,326,079 2,537,326,079 1,145,000 有 形 固 定 資 産 1,465,268,381 1,465,268,381

976,500 976,500 無 形 固 定 資 産

13,932,556 64,160,622 244,530 現 金 預 金 1,829,978 50,228,066

93,397 37,896,953 324,859 未 収 金 244,530 37,803,556

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

18,310,000 前 払 金 18,310,000

2,735,480 2,735,480 132,598 そ の 他 流 動 資 産

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

403,858,692 403,858,692

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

1,902,900 1,902,900

一 時 借 入 金

30,583,133 1,760,745 未 払 金 4,138,160 33,097,948 2,514,815

14,499,511 2,169,421 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

24,707,517 10,208,006

前 受 金

892,213 69,233 預 り 金 69,233 892,213

448,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

448,000

そ の 他 流 動 負 債 28,845 328,614 328,614

長 期 前 受 金 1,227,370,712 1,227,370,712

769,873,621 769,873,621 収 益 化 累 計 額

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 567,594,701 567,594,701

資 本 剰 余 金 95,697,999 95,697,999

474,165,353 474,165,353 欠 損 金

3,812,038,752 3,964,814,383 6,606,760 合　　　計 6,606,760 3,964,814,383 3,812,038,752



3,830,885,945 4,080,957,279 116,142,896 合　　　計 116,142,896 4,080,957,279 3,830,885,945

資 本 剰 余 金 95,697,999 95,697,999

474,165,353 474,165,353 欠 損 金

769,873,621 769,873,621 収 益 化 累 計 額

（ 資 本 勘 定 ）

資 本 金 567,594,701 567,594,701

448,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

448,000

そ の 他 流 動 負 債 28,845 357,459 357,459

長 期 前 受 金 1,227,370,712 1,227,370,712

24,707,517 10,208,006 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

24,707,517

前 受 金

969,776 77,563 預 り 金 77,563 969,776

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

1,902,900 1,902,900

1,000,000 1,000,000 一 時 借 入 金 1,000,000 1,000,000

57,247,102 26,663,969 未 払 金 24,201,837 57,299,785 52,683

3,818,894 3,818,997 1,083,517 そ の 他 流 動 資 産 103 103

（ 負 債 勘 定 ）

企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

31,200,000 435,058,692 435,058,692

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

18,310,000 前 払 金 18,310,000

976,500 976,500 無 形 固 定 資 産

18,794,204 96,763,802 32,603,180 現 金 預 金 27,741,532 77,969,598

9,001 69,415,737 31,518,784 未 収 金 31,603,180 69,406,736

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

2,543,924,180 2,543,924,180 6,598,101 有 形 固 定 資 産 1,465,268,381 1,465,268,381

（ 費 用 勘 定 ）

15,517,717 15,530,219 4,734,405 営 業 費 用 1,350 12,502

3,806,475 3,806,475 1,655,371 営 業 外 費 用

営 業 収 益 288,486 3,574,890 3,574,890

営 業 外 収 益 34,007,528 34,007,528

特 別 利 益

工 業 用 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

令和8年 3月



22,264,225,100 25,602,278,306 89,216,452 合　　　計 89,216,452 25,602,278,306 22,264,225,100

322,645,779 利 益 剰 余 金 449,722,756 127,076,977

（ 資 本 勘 定 ）

124,616,000 資 本 金 3,339,560,156 3,214,944,156

資 本 剰 余 金 80,623,563 80,623,563

長 期 前 受 金 9,464,664,711 9,464,664,711

925,583,930 925,583,930 収 益 化 累 計 額

29,706 前 受 金 29,706

8,428,861 686,112 そ の 他 流 動 負 債 4,003,393 37,362,979 28,934,118

2,055,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,055,000

一 時 借 入 金

681,285,631 25,732,036 未 払 金 11,529,934 690,267,703 8,982,072

445,666,036 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

882,864,157 437,198,121

（ 負 債 勘 定 ）

12,300,000 企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

6,423,567,505 6,411,267,505

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

66,936,679 66,936,679

23,007,600 27,707,600 前 払 金 4,700,000 4,700,000

15,561,424 15,725,577 1,244,669 そ の 他 流 動 資 産 164,153

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

10,000 10,000 つ り 銭 資 金

64,057,742 1,011,030,520 36,492,544 未 収 金 8,652,769 946,972,778

貸 倒 引 当 金 1,716,902 1,716,902

20,714,142,548 20,768,338,524 13,050,743 有 形 固 定 資 産 736,945 1,636,312,201 1,582,116,225

20,986,845 20,986,845 無 形 固 定 資 産

289,603,375 1,007,539,284 8,652,769 現 金 預 金 26,418,148 717,935,909

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

（ 費 用 勘 定 ）

166,184,143 167,825,695 3,357,579 営 業 費 用 1,641,552

45,087,493 45,087,493 営 業 外 費 用

営 業 外 収 益 475,005,250 475,005,250

特 別 利 益

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

15,415,825 営 業 収 益 33,175,263 380,174,646 364,758,821

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

下 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

令和8年 1月



22,307,864,384 25,754,828,931 152,550,625 合　　　計 152,550,625 25,754,828,931 22,307,864,384

322,645,779 利 益 剰 余 金 449,722,756 127,076,977

（ 資 本 勘 定 ）

124,616,000 資 本 金 3,339,560,156 3,214,944,156

資 本 剰 余 金 80,623,563 80,623,563

長 期 前 受 金 187,000 9,464,851,711 9,464,851,711

925,583,930 925,583,930 収 益 化 累 計 額

29,706 前 受 金 29,706

9,007,693 578,832 そ の 他 流 動 負 債 3,285,347 40,648,326 31,640,633

2,055,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,055,000

一 時 借 入 金

692,072,034 10,786,403 未 払 金 47,801,113 738,068,816 45,996,782

463,636,460 17,970,424 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

882,864,157 419,227,697

（ 負 債 勘 定 ）

12,300,000 企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

6,423,567,505 6,411,267,505

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

66,936,679 66,936,679

8,817,600 27,707,600 前 払 金 14,190,000 18,890,000

19,296,486 19,460,639 3,735,062 そ の 他 流 動 資 産 164,153

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

10,000 10,000 つ り 銭 資 金

34,237,701 1,035,157,187 24,126,667 未 収 金 53,946,708 1,000,919,486

貸 倒 引 当 金 1,716,902 1,716,902

20,749,622,548 20,803,818,524 35,480,000 有 形 固 定 資 産 1,636,312,201 1,582,116,225

20,986,845 20,986,845 無 形 固 定 資 産

332,653,684 1,061,954,323 54,415,039 現 金 預 金 11,364,730 729,300,639

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

（ 費 用 勘 定 ）

170,424,294 172,065,846 4,240,151 営 業 費 用 1,641,552

46,231,296 46,231,296 1,143,803 営 業 外 費 用

営 業 外 収 益 341,236 475,346,486 475,346,486

特 別 利 益

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

15,490,069 74,244 営 業 収 益 21,434,491 401,609,137 386,119,068

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

下 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

令和8年 2月



22,122,757,361 27,534,704,014 1,779,875,083 合　　　計 1,779,875,083 27,534,704,014 22,122,757,361

322,645,779 利 益 剰 余 金 449,722,756 127,076,977

（ 資 本 勘 定 ）

124,616,000 資 本 金 3,339,560,156 3,214,944,156

資 本 剰 余 金 80,623,563 80,623,563

長 期 前 受 金 19,773,000 9,484,624,711 9,484,624,711

925,583,930 925,583,930 収 益 化 累 計 額

29,706 前 受 金 2,490 32,196 2,490

9,630,520 622,827 そ の 他 流 動 負 債 4,126,385 44,774,711 35,144,191

2,055,000 引 当 金
（ 流 動 負 債 ）

2,055,000

一 時 借 入 金

1,303,147,090 611,075,056 未 払 金 567,288,837 1,305,357,653 2,210,563

882,864,157 419,227,697 企 業 債
（ 流 動 負 債 ）

882,864,157

（ 負 債 勘 定 ）

12,300,000 企 業 債
（ 固 定 負 債 ）

199,300,000 6,622,867,505 6,610,567,505

引 当 金
（ 固 定 負 債 ）

66,936,679 66,936,679

5,771,400 29,631,400 1,923,800 前 払 金 4,970,000 23,860,000

29,110,629 29,274,782 9,814,143 そ の 他 流 動 資 産 164,153

12,000,000 12,000,000 短 期 貸 付 金 12,000,000 12,000,000

前 払 費 用

10,000 10,000 つ り 銭 資 金

9,235,426 1,301,612,835 266,455,648 未 収 金 291,457,923 1,292,377,409

貸 倒 引 当 金 1,716,902 1,716,902

20,762,010,055 20,816,206,031 12,387,507 有 形 固 定 資 産 1,636,312,201 1,582,116,225

46,673,907 46,673,907 25,687,062 無 形 固 定 資 産

21,935,494 1,376,864,736 314,910,413 現 金 預 金 625,628,603 1,354,929,242

特 別 損 失

（ 資 産 勘 定 ）

（ 費 用 勘 定 ）

235,637,388 237,278,940 65,213,094 営 業 費 用 1,641,552

86,789,132 86,789,132 40,557,836 営 業 外 費 用

営 業 外 収 益 20,791,543 496,138,029 496,138,029

特 別 利 益

累　　計 当　　月 当　　月 累　　計

（ 収 益 勘 定 ）

15,490,069 営 業 収 益 34,536,302 436,145,439 420,655,370

勘　定　科　目
残　　高 残　　高

下 水 道 事 業 会 計 試 算 表

（単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　方

合　　　　　計 合　　　　　計

令和8年 3月



3 号

8 年 3 月 24 日

8 年 6 月 16 日

美唄市議会議長　谷　村　知　重　　　

令 和

令 和 受 理

定 期 監 査 報 告 及 び 行 政 監 査 報 告

　地方自治法第199条第4項の規定による定期監査及び行政監査報告の結果について、別紙の

とおり監査委員から提出があったので報告する。

報告第



 

 

 

 

令和 7年度 後期 

 

定期監査及び行政監査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美唄市監査委員 
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第 1 監査の期間 

第 1 令和 7年 12 月 1 日から令和 8年 3月 24 日まで 

 

 

第 2 監査の対象 

第 1 令和 6 年度に執行された財務事務のうち、主に次の事務について監査を行うこと

とした。 

(1)  現金収入の取り扱い(現金の一時保管、引継ぎ) 

  (2)  収入の減免事務 

  (3)  旅費の支出事務 

  (4)  交際費の支出事務 

  (5)  食糧費の支出事務 

  (6)  契約事務 

  (7)  補助金等の交付事務 

 

第 2 対象所属 

第 2 経済部、都市整備部の一般会計 

 

第 3 定期監査は、地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項に基づく財務事務の監査であ

るが、監査の過程で気付いた財務事務以外の事項があるときは、当該事項について

同条第 2項に基づく行政監査を合わせて行うこととした。 

 

 

第 3 監査の方法 

第 1 財務事務に関する書類、帳簿の書面監査 

第 2 必要に応じて対象所属職員から説明を聴取(監査委員ヒアリング) 

 

 

第 4 監査の結果 

第 1 経済部 ・・・・・・・・・・ 2 ページ 

第 2 都市整備部の一般会計・・・・ 7 

 

 

第 5 監査委員の意見  ・・・・・・・ 7 
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監査の結果 

 

1 経済部 

 

(1) 対象財務事務 

① 旅費の支出事務 

  ② 食糧費の支出事務 

  ③ 物品購入、賃貸借、業務委託、工事請負などの契約事務 

  ④ 補助金等の交付事務 

   

(2) 監査の結果 

   対象財務事務について、おおむね適正に執行されていると認められた。 

なお、細部にわたる注意もしくは留意すべき事項は、監査の過程において関係職員に

指示したので、この報告には省略した。 

 

(3) 財務事務以外の事項 

   地元就職促進職業能力開発補助金の交付申請書類の様式について(経済観光課) 

財務事務の監査として、本補助金の交付事務は、補助金交付規則・要綱の規定に従っ

て適正に執行されていると認められた。 

   ただし、補助金の交付申請手続きにおける申請者の利便性向上を図るため、申請書類

の様式について見直しをお願いする。 

   なお、本件は、地方自治法第 199 条第 2項に基づく行政監査としての意見である。 

 

 

地元就職促進職業能力開発補助金の概要 

美唄市内の企業・事業所への就職を希望する「市内に居住地を有する求職者及び新卒

者」もしくは「美唄尚栄高等学校の生徒」が、美唄地域人材開発センターが行う技能講習

を受講した場合に受講料の一部を補助するもの。 

 

 補助金交付申請書類 

  受講者(申請者)は、次の 4つの書類を記入し、市へ提出する。 

  ① 補助金交付申請書 

  ② 市内企業等への就職希望確認書 

  ③ 市税の納税状況確認に関する同意書 ※受講者が高校生の場合は不要 

  ④ 補助金の銀行振込先書 

 

  各申請書類の様式は、次のとおり。 
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補助金交付申請書 (受講者用) 

令和 × 年 × 月× 日 

 美唄市長 様 

                  申請者 住所 美唄市○○○ 

                      氏名 ○○○ ○○      ㊞ 

                      (高校生の場合は保護者の氏名) 

                      電話番号 ×××－××××－×××× 

 

美唄市補助金等交付規則第 3条及び美唄市地元就職職業能力開発補助金交付要綱第 5 条 

第 1項の規定により次のとおり申請します。 

 

補 助 金 交 付 年 度 

及 び そ の 名 称 
6 年度 美唄市地元就職促進職業能力開発補助金 

補 助 事業 の目的、 

内 容 及び 補助金を 

必 要 と す る 理 由 

【研修機関】 

 美唄地域人材開発センター 

【講習名】 

 ××××××講習 

【講習内容】 

 ××××××の操作 

【受講者】 【受講料】    ××××円 

 学校名 

※高校生の場合 
 学科  

 

 
受講者名 ○○○ ○○ 年齢 × 

 

 

全 体 事 業 所 要 額  ××××円  

 うち補助対象経費  ××××円  

補助金交付申請額 ( ××××円 × 0.7＝ ××××円 ) ××××円  

補 助 事 業 の 着 手 

及 び 完 了 年 月 日 

着手  令和 × 年 × 月 × 日 

完了  令和 × 年 × 月 × 日 

添 付 書 類 
1.求職受付票(写)  2.受講受入決定通知書(写) 

3.同意書      4.市内企業等への就職希望確認書 
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市内企業等への就職希望確認書 

(受講者名) 

私、 ○○○ ○○   は、美唄市地元就職促進職業能力開発補助金の申請を行うに 

 あたり、美唄市内に事業所を有する企業への就職を希望します。 

 

令和 × 年 × 月 × 日   

 

  美唄市長 様 

(申請者) 

 住所 美唄市○○○ 

 氏名 ○○○ ○○                 ㊞ 

      (受講者が高校生の場合は保護者の氏名) 

(受講者氏名 ○○○ ○○       ) 

 

＜参考＞希望する業種に○をつけてください（複数回答可）。 

 ①農林業   ②製造   ③卸売・小売   ④宿泊・飲食   ⑤サービス 

⑥不動産   ⑦建設   ⑧医療・福祉   ⑨金融・保険   ⑩教育 

⑪情報通信   ⑫運輸   ⑬その他（                                 ） 

 
※当該確認書は、市内企業等への就職希望の有無を確認するためのものあり、市内就職を義務付けるものでは 

ありません。 

 

 

 

同 意 書 

  私は、美唄市地元就職促進職業能力開発補助金の申請を行うにあたり、 

美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例第 4 条第 2項の規定に基づき、 

私 ○○○ ○○   の市税の納付状況について確認することに同意いたします。 

 

令和 × 年 × 月 × 日   

   美唄市長 様 

(申請者) 

 住所 美唄市○○○ 

 氏名 ○○○ ○○                 ㊞ 

(受講者氏名 ○○○ ○○       ) 
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銀行振込先書 

銀 行 名 ××××× 銀行 

支 店 名 ××××× 支店  

フリガナ  ○○○○ ○○○〇 

口座名義  ○○○ ○○ 

口座種類 普通 ・ 当座 

口座番号 ××××××× 
 

 

  以上のとおり、補助金交付申請書類は、受講者(申請者)がそれぞれの書類に氏名など

を何度も記入しなければならない様式になっている。 

 

  氏名等の最大記入回数 

氏 名 9 回 
補助金交付申請書 2 回、市内企業等への就職希望確認書 3 回 

同意書 3 回、銀行振込先書 1 回 

押 印 3 回 

補助金交付申請書、市内企業等への就職希望確認書、同意書 住 所 3 回 

書類記入日 3 回 

 

 

様式の見直しについて 

  補助金交付申請書類の様式を工夫し、氏名などの記入回数を減らせば、受講者(申請者)

の利便性が向上するとともに、市の効率的な書類の審査・保管にも寄与することから、

様式の見直しをお願いする。 

  なお、監査委員及び事務局においても見直し例を検討したので、参考にされたい。 

 

様式見直しの着眼点 

目 的 氏名等の記入回数を減らして、受講者(申請者)の利便性向上を図る 

着眼点 

① 4 枚にわかれた申請書類を 1枚にまとめることができないか 

② 氏名等の他にも記入を省略できる項目がないか 

  補助金交付申請書には、講習名、内容、日程が記載された美唄地域人 

材開発センターの受講者受入決定通知書の写しを添付してもらうが、さ

らに申請書にも研修機関、講習名、講習内容、補助事業の着手及び完了

年月日(講習受講日)を記入してもらう必要があるか 

③ 納税状況確認の同意書は、申請書中に同意事項を明示し、☑チェック

を記入してもらう方法にできないか(一般的に広く用いられている方法) 



 

- 6 - 
 

【参考】監査委員及び事務局において検討した様式の見直し例 

美唄市地元就職促進職業能力開発補助金交付申請書 

(宛先) 美唄市長                                             令和 × 年 × 月 × 日 

受

講

者 

住 所  美唄市○○○ 

氏 名 ○○○ ○○         ㊞ 年 齢 × 

学校名  学 科  学 年  

保護者氏名(受講者が高校生の場合記入)  

電話番号(受講者が高校生の場合は保護者の連絡先)  

申請上の同意事項 

右の□にチェック✓ 

※高校生の場合は不要 

□ 
補助金の申請を行うにあたり、美唄市税の滞納に対する制限措置

に関する条例第 4 条第 2項の規定に基づき、私(受講者)の市税の

納付状況について確認することに同意します。 
 

●受講した講習及び補助金交付申請額 

受講内容 別紙「受講者受入決定通知書(写)」のとおり 

受 講 料 ××××円  うち補助対象経費 ××××円  

補助金交付申請額 ＝ 補助対象経費×7/10 (円未満切捨て) ××××円  

 

●補助金の振込先(受講者が高校生の場合は保護者名義の振込先を記入) 

補
助
金
の
振
込
先 

金融機関 ××××× 銀行 支店 ××××× 支店 

口座区分 普通 ・ 当座 口座番号 × × × × × × × 

口  座 

名 義 人 

フリガナ  ○○○○○ ○○○ 

氏  名 ○○○   ○○ 

 

●美唄市内の企業・事業所への就職の希望確認【参考事項】 

就職を希望する業種の番号に○をつけてください。(複数回答可) 

1.農林業 2.製造 3.卸売・小売 4.宿泊・飲食 5.サービス 6.不動産 7.建設 

8.医療・福祉 9.金融・保険 10.教育 11.情報通信 12.運輸 13.その他(              ) 
 

※地元就職促進職業能力開発補助金は、求職者の技能習得と市内企業・事業所への就職促進を目的とした補助金です。 

ただし、この希望確認が市内企業・事業所への就職を義務付けるものではありません。 
 

●この申請書と合わせて提出が必要な書類 

全受講者共通 
美唄地域人材開発センター運営協会が発行した 

①受講者受入決定通知書の写し ②修了証書の写し ③受講料の領収書の写し 

学 生 の 方 在学を証明する書類 

学生以外の方 求職受付票(ハローワーク受付票)の写し 
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2 都市整備部の一般会計 

 

(1) 対象財務事務 

 ① 現金収入の取り扱い(現金の一時保管、引継ぎ) 

 ② 収入の減免事務 

 ③ 旅費の支出事務 

 ④ 食糧費の支出事務 

 ⑤ 物品購入、賃貸借、業務委託、工事請負などの契約事務 

  ⑥ 補助金等の交付事務 

 

(2) 監査の結果 

対象財務事務について、おおむね適正に執行されていると認められた。 

なお、細部にわたる注意もしくは留意すべき事項は、監査の過程において関係職員に

指示したので、この報告には省略した。 

 

 

 

 

 

監査委員の意見 

 

1 今回の監査対象財務事務については、おおむね適正に執行されていると認められたが、

引き続き必要に応じて業務・事務処理手順の見直しやチェック体制の強化を図るなど、財

務事務の事故防止に努められたい。 

 

2 今回、経済部所管の補助金交付申請書類について、申請者の利便性向上と市の効率的な

書類の審査・保管の観点から様式の見直し例を示したところであるが、補助金に限らず、

市は数多くの申請書類の受付・審査事務を行っていることから、本事例を全庁・全職員に

周知され、各種申請書類が「住民の利便性」、「事務処理の効率性」を勘案した様式になっ

ているか点検されるようお願いする。 

 



報告第 4 号 

 

 

株式会社美唄ハイテクセンターの経営状況報告書提出の件 

 

 

 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 2 項の規定により、 

株式会社美唄ハイテクセンターの経営状況報告書を、次のとおり提出する。 

 

 

  令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

 

                      美唄市長 桜井 恒    

 



































 

 

報告第 5 号  

 

 

繰越明許費繰越計算書の件 

 

 

 令和 7 年度美唄市一般会計の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越し

たので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 146 条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

 

美唄市長  桜井 恒   



（一般会計）

10,800,000

43,260,000

道支出金

101,000
10,900,000

市債
6 農 林 費 1 農 業 費

次 世 代 農 業 促 進 基 盤 整 備
特 別 対 策 事 業

21,801,000

35,018,000 1,078,000

国庫支出金

1,078,000
3 民 生 費 2 児童福祉費

物価高対応子育て応援手当
支 給 事 業

1,848,000

国庫支出金

1,848,000
2 総 務 費 4

戸 籍 住 民
登 録 費

戸 籍 住 民 登 録 等 事 務 52,398,000

195,200,000 8,000,000

国庫支出金

8,000,000
2 総 務 費 1 総務管理費

美 唄 市 物 価 高 騰 対 策
臨 時 特 別 給 付 金 事 業

2,288,000

国庫支出金

2,288,000
2 総 務 費 1 総務管理費 行 政 情 報 化 運 用 事 業 364,107,000

61,587,000 23,969,000

国庫支出金

15,670,000
8,299,000

2 総 務 費 1 総務管理費
美唄シティプロモーション
推 進 事 業

一般財源

円 円 円 円 円

排 水 機 場 整 備 事 業

令和7年度美唄市繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　業　　名 金　　　額
翌年度
繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既収入
特定財源

未収入
特定財源

8,060,000
17,940,000

6 農 林 費 1 農 業 費

36,136,000

184,651,000 26,000,000

道支出金

7 商 工 費 1 商 工 費 中 心 市 街 地 元 気 創 出 事 業

がんばろう！びばい応援券
発 行 事 業

4,171,000

国庫支出金

3,961,000
210,000

65,398,000
7 商 工 費 1 商 工 費

47,335,000

66,545,000 65,398,000

国庫支出金

7 商 工 費 1 商 工 費
地域資源を活用した観光地
づ く り 推 進 事 業

15,816,000

国庫支出金

7,908,000
7,908,000



一般財源
款 項 事　　業　　名 金　　　額

翌年度
繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既収入
特定財源

未収入
特定財源

53,146,000合　　　　　　　　　　　　　　　　計 1,943,360,000 698,381,000 645,235,000

ステイびばい交流推進事業 4,662,000
4,662,000

7 商 工 費 1 商 工 費

13,500,000

48,474,000 9,324,000

国庫支出金

7 商 工 費 1 商 工 費 観 光 推 進 補 助 事 業

農 商 工 連 携 推 進 助 成 事 業

6,500,000

国庫支出金

3,250,000
3,250,000

1,000,000
1,000,000

7 商 工 費 1 商 工 費

527,954,000

9,901,000 2,000,000

国庫支出金

139,000,000

8 土 木 費 5 住 宅 費 公 営 住 宅 改 善 事 業

公 営 住 宅 建 替 事 業

278,000,000

国庫支出金

139,000,000

市債

8,534,000
5,954,000

8 土 木 費 5 住 宅 費 23,300,000 14,488,000

国庫支出金

217,700,000

国庫支出金

101,000,000

市債

116,700,000

233,994,00010 教 育 費 5 保健体育費 総 合 体 育 館 整 備 事 業



 

 

報告第 6 号  

 

 

予算繰越計算書の件 

 

 

 令和 7 年度美唄市下水道事業会計予算は、次のとおり翌年度に繰り越した

ので、地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 26 条第 3 項の規定により

報告する。 

 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

 

美唄市長  桜井 恒   
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承認第 8 号 

 

 

専決処分の承認を求める件 

 

 

 美唄市税条例の一部を改正する条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 179 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分を行ったので、同条

第 3 項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

 

  令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

 

                      美唄市長 桜井 恒    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決第 5 号 

 

 美唄市税条例の一部を改正する条例(令和 8 年条例第 14 号)は、地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定により､次のとおり専決

処分する。 

 

 

令和 8 年 3 月 31 日専決 

 

 

                     美唄市長 桜井 恒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



美唄市条例第 14 号 

 

美唄市税条例の一部を改正する条例 

 

美唄市税条例(昭和 31 年条例第 7 号)の一部を次のように改正する。 

第 21 条中「、第 83 条の 6 第 1 項」を削り、同条第 2 号及び第 3 号中

「第 83 条の 6 第 1 項の申告書、」を削る。 

第 30 条第 3 項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、

「。)」の次に「(同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同

じ。)」を加える。 

第 37 条第 2 項中「附則第 5 条の 6 第 2 項」を「附則第 5 条の 6 第 3 項又

は第 4 項」に改める。 

第 39 条第 1 項ただし書中「及び第 40 条の 3 第 1 項」を「並びに第 40 条

の 3 第 1 項及び第 2 項第 4 号」に改める。 

第 40 条の 2 第 1 項第 2 号中「除き、」を「除く。次条第 1 項第 2 号にお

いて同じ。)(」に改め、「。次条第 1 項において同じ」を削り、同条第 5

項中「次条第 4 項」を「次条第 5 項」に改める。 

第 40 条の 3 第 1 項を次のように改める。 

次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)

は、公的年金等支払者(所得税法第 203 条の 6 第 1 項に規定する申告書の

提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において

「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同じ。)

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第 203 条の 6 第 1 項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等(所得税法第 203 条の 7 の規定の適

用を受けるものを除く。)の支払を受ける第 26 条第 1 項第 1 号に掲げ

る者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が 900

万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所

得金額が 95 万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第 3

号において同じ。)(退職手当等(第 54 条の 2 に規定する退職手当等に



限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又

は扶養親族(年齢 16 歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手

当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が 85 万円以下であるもの

に限る。)を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等(所得税法第 203 条の 7 の規定の適

用を受けるものに限る。)の支払を受ける第 26 条第 1 項第 1 号に掲げ

る者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に

当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第 48 条

の 9 の 7 の 3 に定める金額に満たない者を除く。)であって、障害者、

寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族

(年齢 16 歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族

(合計所得金額が 85 万円以下であるものに限る。)を有する者 

第 40 条の 3 第 5 項中「第 3 項」を「第 4 項」に改め、同項を同条第 6 項

とし、同条第 4 項中「第 48 条の 9 の 7 の 3」を「第 48 条の 9 の 8」に改

め、同項を同条第 5 項とし、同条第 3 項を同条第 4 項とし、同条第 2 項中

「前項」を「第 1 項」に、「法第 317 条の 3 の 3 第 1 項の規定による申告

書に」を「同条第 1 項の規定による申告書に」に、「法第 317 条の 3 の 3

第 1 項の規定による申告書を提出する」を「同条第 1 項の規定による申告

書を提出する」に改め、同項を同条第 3 項とし、同条第 1 項の次に次の 1

項を加える。 

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第 314 条の 2 第 1 項第 6 号に規定する特別

障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当す

る事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第 61 条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては 20

万円」を削り、「150 万円」を「180 万円」に改める。 

第 82 条第 1 項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 



第 82 条第 2 項を削り、同条第 3 項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第 1 項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使

用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この

限りでない」に改め、同項を同条第 2 項とする。 

第 83 条第 1 項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保

している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

第 83 条第 2 項中「3 輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第 3

項及び第 4 項を削る。 

第 83 条の 3 から第 83 条の 8 までを削る。 

第 84 条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 85 条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 87 条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 89 条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第 1 項中

「種別割」を「軽自動車税」に、「第 33 号の 4 の 2 様式」を「第 33 号の

4 様式」に改め、同条第 2 項及び第 3 項中「第 33 号の 4 の 2 様式」を「第

33 号の 4 様式」に改める。 

第 90 条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 91 条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第 92 条の見出し並びに第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 5 項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

第 93 条第 2 項中「第 82 条第 3 項ただし書」を「第 82 条第 2 項ただし

書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第 7 項中「種別割」を

「軽自動車税」に改める。 

第 136 条第 2 項ただし書中「660,000 円」を「670,000 円」に改め、同

条第 3 項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加える。 

第 145 条第 1 項中「660,000 円」を「670,000 円」に改め、同項第 2 号

中「305,000 円」を「310,000 円」に改め、同項第 3 号中「560,000 円」

を「570,000 円」に改める。 

附則第 12 条の 3 の前の見出し及び同条を削る。 

附則第 12 条の 3 の 2 に見出しとして「(個人の市民税の住宅借入金等特

別税額控除)」を付し、同条第 1 項中「令和 20 年度」を「令和 25 年度」



に、「居住年が平成 11 年から平成 18 年まで又は」を「同法第 41 条第 1 項

に規定する居住年が」に、「令和 7 年」を「令和 12 年」に、「において、

前条第 1 項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第 5 条

の 4 の 2 第 5 項」を「附則第 5 条の 4 第 5 項」に改め、同条第 2 項中「附

則第 12 条の 3 の 2 第 1 項」を「附則第 12 条の 3 第 1 項」に改め、同条を

附則第 12 条の 3 とする。 

附則第 12 条の 4 中「又は附則第 19 条の 7 第 1 項」を「、附則第 19 条の

3 第 1 項又は附則第 19 条の 7 第 1 項」に、「附則第 5 条の 6 第 2 項」を

「附則第 5 条の 6 第 3 項又は第 4 項」に改める。 

附則第 12 条の 5 中「から令和 9 年度まで」を「以後」に改める。 

附則第 13 条第 1 項中「令和 9 年度」を「令和 12 年度」に改め、同条第

2 項中「、附則第 12 条の 3 の 2 第 1 項」を削る。 

附則第 14 条の 3 中「附則第 7 条の 2 第 4 項」の次に「(法附則第 7 条の

3 第 3 項又は第 4 項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を

加える。 

附則第 15 条第 3 項第 2 号、附則第 16 条第 3 項第 2 号及び附則第 17 条

第 3 項第 2 号中「、附則第 12 条の 3 第 1 項及び附則第 12 条の 3 の 2 第 1

項」を「及び附則第 12 条の 3 第 1 項」に改める。 

附則第 17 条の 2 第 1 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」に改め、同

条第 2 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」に、「附則第 34 条の 2 第 5

項」を「附則第 34 条の 2 第 6 項」に、「附則第 34 条の 2 第 10 項」を「附

則第 34 条の 2 第 12 項」に改め、同条に次の 1 項を加える。 

4 第 1 項(第 2 項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第 31 条の 2 第 2 項第 13 号から第 15 号

までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡

をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法(昭和 33 年

法律第 30 号)第 3 条第 1 項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第 3 条第 1 項の急傾斜

地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 9 条第 1 項の土砂災害特別警戒

区域又は特定都市河川浸水被害対策法(平成 15 年法律第 77 号)第 56 条第

1 項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第 1 項又



は第 2 項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第 18 条第 5 項第 2 号及び第 19 条第 2 項第 2 号中「、附則第 12 条

の 3 第 1 項及び附則第 12 条の 3 の 2 第 1 項」を「及び附則第 12 条の 3 第

1 項」に改める。 

附則第 19 条の 3 から第 19 条の 6 までを次のように改める。 

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例) 

第 19 条の 3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第

38 条の 2 第 1 項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第 30 条第 1 項及

び第 2 項並びに第 33 条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則

第 18 条の 6 の 4 で定めるところにより計算した金額(以下この項におい

て「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号

資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

(次項第 1 号の規定により読み替えて適用される第 32 条の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額)をいう。)の 100 分の 3 に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第 32 条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第 19 条の 3 第 1 項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第 36 条から第 37 条の 2 まで、第 37 条の 3 第 1 項、附則第 12 条

第 1 項及び附則第 12 条の 3 第 1 項の規定の適用については、第 41 条

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 19 条の 3 第 1 項

の規定による市民税の所得割の額」と、第 37 条第 1 項前段、第 37 条

の 2、第 37 条の 3 第 1 項、附則第 12 条第 1 項及び附則第 12 条の 3 第

1 項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 19 条の 3

第 1 項の規定による市民税の所得割の額」と、第 37 条第 1 項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第 19 条の 3 第 1 項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第 38 条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第 19 条の 3 第 1 項に規定す



る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第 19 条の 3 第 1 項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(4) 附則第 10 条の 3 規定の適用については、同条第 1 項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 19 条の 3 第 1 項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第 2 項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 19 条の 3 第 1 項の規定

による市民税の所得割の額」とする。 

第 19 条の 4 から第 19 条の 6 まで 削除 

附則第 19 条の 7 第 2 項第 2 号中「、附則第 12 条の 3 第 1 項及び附則第

12 条の 3 の 2 第 1 項」を「及び附則第 12 条の 3 第 1 項」に改める。 

附則第 19 条の 8 の 2 第 2 項第 2 号及び第 5 項第 2 号中「、第 12 条の 3

第 1 項及び第 12 条の 3 の 2 第 1 項」を「及び第 12 条の 3 第 1 項」に改め

る。 

附則第 19 条の 8 の 3 第 2 項第 2 号中「、第 12 条の 3 第 1 項及び第 12

条の 3 の 2 第 1 項」を「及び第 12 条の 3 第 1 項」に改め、同条第 5 項第 2

号中「、第 12 条の 3 第 1 項及び第 12 条の 3 の 2 第 1 項」を「及び第 12

条の 3 第 1 項」に、「、附則第 12 条の 3 第 1 項及び附則第 12 条の 3 の 2

第 1 項」を「及び第 12 条の 3 第 1 項」に改める。 

附則第 20 条の 2 第 3 項中「附則第 15 条第 25 項第 1 号イ」を「附則第 1

5 条第 24 項第 1 号イ」に、「3 分の 2」を「2 分の 1」に改め、同条第 4 項

中「附則第 15 条第 25 項第 1 号ロ」を「附則第 15 条第 24 項第 1 号ロ」

に、「3 分の 2」を「2 分の 1」に改め、同条第 5 項中「附則第 15 条第 25

項第 1 号ハ」を「附則第 15 条第 24 項第 1 号ハ」に、「3 分に 2」を「2 分

の 1」に改め、同条第 6 項中「附則第 15 条第 25 項第 1 号ニ」を「附則第 1

5 条第 24 項第 1 号ニ」に、「3 分に 2」を「2 分の 1」に改め、同条第 7 項

中「附則第 15 条第 25 項第 2 号」を「附則第 15 条第 24 項第 2 号」に、

「7 分の 6」を「5 分の 3」に改め、同条第 8 項中「附則第 15 条第 25 項第

3 号イ」を「附則第 15 条第 24 項第 3 号イ」に、「4 分の 3」を「3 分の

2」に改め、同条第 9 項中「附則第 15 条第 25 項第 3 号ロ」を「附則第 15

条第 24 項第 3 号ロ」に、「4 分の 3」を「3 分の 2」に改め、同条第 10 項

中「附則第 15 条第 25 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 24 項第 4 号」に改

め、同条第 11 項から第 13 項までを削り、同条第 14 項中「附則第 15 条第



28 項」を「附則第 15 条第 27 項」に改め、同項を同条第 11 項とし、同条

第 15 項中「附則第 15 条第 32 項」を「附則第 15 条第 31 項」に改め、同

項を同条第 12 項とし、同条第 16 項中「附則第 15 条第 36 項」を「附則第

15 条第 35 項」に改め、同項を同条第 13 項とし、同条第 17 項中「附則第 1

5 条第 37 項」を「附則第 15 条第 36 項」に改め、同項を同条第 14 項と

し、同条第 18 項中「附則第 15 条第 40 項」を「附則第 15 条第 39 項」に

改め、同項を同条第 15 項とし、同条第 19 項中「附則第 15 条第 41 項」を

「附則第 15 条第 40 項」に改め、同項を同条第 16 項とし、同項の次に次の

1 項を加える。 

17 法附則第 15 条の 11 第 1 項に規定する市町村の条例で定める割合は 3

分の 1 とする。 

附則第 20 条の 2 中第 20 項を第 18 項とする。 

附則第 20 条の 3 第 7 項中「附則第 12 条第 16 項」を「附則第 12 条第 17

項」に改め、同条第 8 項中「附則第 12 条第 19 項」を「附則第 12 条第 20

項」に改め、同条第 9 項第 4 号中「附則第 12 条第 23 項」を「附則第 12 条

第 24 項」に改め、同項第 6 号中「附則第 12 条第 24 項」を「附則第 12 条

第 25 項」に改め、同条第 10 項第 5 号及び第 12 項第 5 号中「附則第 12 条

第 31 項」を「附則第 12 条第 32 項」に改め、同条第 14 項中「改修実演芸

術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則(平成 18 年国土交通省令第 110 号)第 1

0 条第 2 項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律(平成 24 年法律第 49 号)第 2 条第 2 項に規定する実演芸術の公

演の用に供する施設である」を「施行規則附則第 7 条の 2 第 1 項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)第 14 条第 1 項に規定する建

築物移動等円滑化基準(同条第 3 項の条例で付加した事項を含む。)又は同

法第 17 条第 3 項第 1 号に規定する同法第 2 条第 20 号に規定する建築物特

定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第 3 号を次

のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

令(平成 18 年政令第 379 号)第 5 条各号に掲げる特別特定建築物(高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 14 条第 3 項の条



例で定める同法第 2 条第 18 号に規定する特定建築物を含む。)のいず

れに該当するかの別 

附則第 22 条の 4 の 3 の見出し中「の種別割」を削り、同条第 1 項中「法

第 444 条第 3 項に規定する」を「道路運送車両法第 60 条第 1 項後段の規定

による」に、「から第 4 項まで」を「及び第 3 項」に改め、「の種別割」

を削り、同条第 2 項中「令和 4 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで」を

「令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで」に改め、「の種別割」

を削り、同条第 3 項中「法第 446 条第 1 項第 3 号」を「同項」に改め、

「及び次項」を削り、「令和 4 年 4 月 1 日」を「令和 7 年 4 月 1 日」に、

「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和 8

年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第 4 項を削る。 

附則第 22 条の 5 の見出し中「の種別割」を削り、同条第 1 項中「の種別

割」を削り、「から第 4 項まで」を「又は第 3 項」に改め、同条第 2 項及

び第 3 項中「の種別割」を削る。 

附則第 23 条の 2 から附則第 23 条の 6 までを削り、附則第 23 条の 7 を附

則第 23 条の 2 とする。 

附則第 28 条の 2（見出しを含む。）中「附則第 15 条第 32 項」を「附則

第 15 条第 31 項」に改める。 

附則第 28 条の 3（見出しを含む。）中「附則第 15 条第 36 項」を「附則

第 15 条第 35 項」に改める。 

附則第 28 条の 4（見出しを含む。）中「附則第 15 条第 37 項」を「附則

第 15 条第 36 項」に改める。 

附則第 28 条の 5（見出しを含む。）中「附則第 15 条第 41 項」を「附則

第 15 条第 40 項」に改める。 

附則第 28 条の 5 の次に次の 1 条を加える。 

(都市計画税に係る法附則第 15 条の 11 第 1 項の条例で定める割合) 

第 28 条の 6 法附則第 15 条の 11 第 1 項に規定する市町村の条例で定める

割合は 3 分の 1 とする。 

附則第 29 条の 6 の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定

建築物」に改め、同条各号列記以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を

「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則第 10 条第 2 項に規定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律第 2 条第 2 項に規定する実演芸術の公



演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 2

3 号)附則第 7 条の 2 第 1 項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法

律第 91 号)第 14 条第 1 項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第 3 項

の条例で付加した事項を含む。)又は同法第 17 条第 3 項第 1 号に規定する

同法第 2 条第 20 号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準

に適合する」に改め、同条第 3 号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

令(平成 18 年政令第 379 号)第 5 条各号に掲げる特別特定建築物(高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 14 条第 3 項の条

例で定める同法第 2 条第 18 号に規定する特定建築物を含む。)のいず

れに該当するかの別 

附則第 32 条中「第 9 項、第 13 項から第 17 項まで、第 19 項、第 20

項、第 24 項、第 27 項、第 31 項から第 33 項まで、第 36 項、第 37 項、第

41 項若しくは第 44 項」を「第 8 項、第 12 項から第 16 項まで、第 18 項、

第 19 項、第 23 項、第 26 項、第 30 項から第 32 項まで、第 35 項、第 36

項、第 40 項若しくは第 43 項」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

第 1 条 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第 39 条第 1 項ただし書、第 40 条の 2 及び第 40 条の 3 の改正規定

並びに附則第 12 条の 5 の改正規定及び附則第 12 条の 3 の 2 第 1 項の

改正規定(「令和 20 年度」を「令和 25 年度」に改める部分及び「令和

7 年」を「令和 12 年」に改める部分に限る。)並びに次条第 1 項及び

第 2 項の規定 令和 9 年 1 月 1 日 

(2) 第 61 条の改正規定及び附則第 3 条第 2 項の規定 令和 9 年 4 月 1

日 

(3) 第 37 条第 2 項の改正規定並びに附則第 12 条の 4 の改正規定(「附

則第 5 条の 6 第 2 項」を「附則第 5 条の 6 第 3 項又は第 4 項」に改め

る部分に限る。)、附則第 14 条の 3 の改正規定及び附則第 17 条の 2 の



改正規定(同条第 1 項及び第 2 項中「令和 8 年度」を「令和 11 年度」

に改める部分を除く。)並びに次条第 4 項の規定 令和 10 年 1 月 1 日 

(4) 附則第 12 条の 4 の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び

附則第 19 条の 2 の次に 1 条を加える改正規定並びに次条第 3 項及び第

5 項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正す

る法律(令和 8 年法律第   号)の施行の日の属する年の翌々年の 1 月 1

日 

(市民税に関する経過措置) 

第 2 条 この条例による改正後の美唄市税条例(以下「新条例」という。)

第 40 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定は、前条第 1 号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第 40 条

の 3 第 1 項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受ける

べき公的年金等について提出したこの条例による改正前の美唄市税条例

第 40 条の 3 第 1 項の規定による申告書については、なお従前の例によ

る。 

2 前条第 1 号に掲げる規定による改正後の美唄市税条例附則第 12 条の 3

第 1 項及び第 2 項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和 8 年 1

月 1 日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和 8 年法律第 12 号。

以下この項において「所得税法等改正法」という。)第 7 条の規定による

改正後の租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 41 条第 1 項に規定す

る居住用家屋(同条第 16 項の規定により同条第 1 項に規定する居住用家

屋とみなされる同条第 16 項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しく

は既存住宅(同条第 17 項の規定により同条第 1 項に規定する既存住宅と

みなされる同条第 17 項に規定する特例既存住宅及び同条第 35 項の規定

により同条第 1 項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35 項に規定す

る要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第 17 項の

規定により同条第 1 項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条

第 17 項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当

該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第 6 項に規定する認定住宅

等(同条第 18 項の規定により同条第 6 項に規定する認定住宅等とみなさ

れる同条第 18 項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第 1 項の定

めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民

税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第 7 条の規定によ



る改正前の租税特別措置法第 41 条第 1 項に規定する居住用家屋(同条第

20 項の規定により同条第 1 項に規定する居住用家屋とみなされる同条第

20 項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第 35

項の規定により同条第 1 項に規定する既存住宅とみなされる同条第 35 項

に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該

増改築等に係る部分に限る。)又は同条第 10 項に規定する認定住宅等(同

条第 21 項の規定により同条第 10 項に規定する認定住宅等とみなされる

同条第 21 項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第 1 項の定める

ところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例

による。 

3 前条第 4 号に掲げる規定による改正後の美唄市税条例附則第 12 の 4 の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第 5 項において

「4 号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、4 号施行日の属する年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

4 新条例附則第 17 条の 2 第 4 項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が前条第 3 号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第 17 条の 2

第 1 項の土地等の譲渡について適用する。 

5 新条例附則第 19 条の 3 の規定は、4 号施行日の属する年度の翌年度以

後の年度分の個人の市民税について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第 3 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関す

る部分は、令和 8 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 7

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2 新条例第 61 条の規定は、令和 9 年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和 8 年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

3 令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律(令和 8 年法律第 2 号)第 1 条の規定に

よる改正前の地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。次項において「旧法」

という。)附則第 15 条第 25 項に規定する特定再生可能エネルギー発電設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 



4 平成 30 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に旧法附則第 15 条

の 11 第 1 項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する

改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第 4 条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和 8 年度以後の年

度分の軽自動車税について適用する。 

2 この条例の施行の日前の 3 輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

3 令和 7 年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の

例による。 

(美唄市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第 5 条 美唄市税条例の一部を改正する条例(平成 26 年条例第 18 号)の一

部を次のように改正する。 

附則第 4 条中「の種別割」を削る。 

(国民健康保険税に関する経過措置) 

第 6 条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和 8 年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和 7 年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第 7 条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部

分は、令和 8 年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和 7 年

度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

2 平成 30 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に旧法附則第 15 条

の 11 第 1 項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する

改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前

の例による。 

 



議案第 40 号 

 

   美唄市職員定数条例の一部改正の件 

 

 美唄市職員定数条例の一部を次のように改正するものとする。 

 

  令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                       美唄市長 桜井 恒   

 

美唄市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

美唄市職員定数条例(昭和 57 年条例第 9 号)の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 
  

 

消防の職員 52 

計 469 
 

 

  
」 

を 

「 
  

 

消防の職員 54 

計 471 
 

 

  
」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和 9 年 4 月 1 日から施行する。 

 



議案第 41 号 

 

財産購入の件  

 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 51

年条例第 2 号)第 3 条の規定により、次のとおり財産を購入するものとする。 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

  

                       美唄市長 桜井 恒   

 

1 購入する財産 

  消防救急デジタル無線設備 

 

2 数量 

一式 

  

3 購入金額 

207,900,000円 

 

4 購入先 

神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 

 株式会社ゼネラル 

  代表取締役 蛭子 毅 

 

5 契約の方法 

随意契約 



議案第 42 号 

 

契約締結の件 

 

 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄旧体育館改修建築主体工事の施工

について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(昭和 51 年条例第 2 号)第 2 条の規定により、次のとおり工事請負契約を締結

するものとする。 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                       美唄市長 桜井 恒   

 

 

1 契約の目的 

  安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄旧体育館改修建築主体工事 

 

2 契約の方法 

  一般競争入札(地域限定型) 

 

3 契約の金額 

233,200,000 円 

 

4 契約の相手方 

   美唄市大通西 1 条北 3 丁目 2 番 7 号 

広瀬建設工業株式会社 

   代表取締役 廣瀨 公一 

 



議案第 43 号 

 

   美唄市税条例の一部改正の件 

 

 美唄市税条例の一部を次のように改正するものとする。 

 

  令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                       美唄市長 桜井 恒   

 

美唄市税条例の一部を改正する条例 

 

美唄市税条例(昭和 31 年条例第 7 号)の一部を次のように改正する。 

第 136 条第 1 項中「及び介護保険法の規定による納付金」を「、介護保

険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65

号)の規定による子ども・子育て支援納付金」に、「及び後期高齢者支援金

等課税額」を「、後期高齢者支援金等課税額」に、「並びに当該世帯主」を

「、当該世帯主」に、「同法第 9 条第 2 号」を「介護保険法第 9 条第 2 号」

に、「の合算額」を「及び子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険

税のうち、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額」に改め、同条に次の

1 項を加える。 

5 第 1 項の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第 2 項の世

帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、

当該世帯に属する 18 歳以上被保険者(法第 703 条の 4 第 30 項に規定する

18 歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した 18 歳以上被保険

者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が 30,000 円を超え

る場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、30,000 円とす

る。 

第 139 条の 2 第 1 号中「第 139 条の 6」の次に「、第 139 条の 14」を加

える。 

第 139 条の 10 の次に次の 4 条を加える。 



 (国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額) 

第 139 条の 11 第 136 条第 5 項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等

に 100 分の 0.29 を乗じて算定する。 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額) 

第 139 条の 12 第 136 条第 5 項の被保険者均等割額は、被保険者 1 人につ

いて 1,000 円とする。 

(18 歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の 18 歳以上

被保険者均等割額) 

第 139 条の 13 第 136 条第 5 項の 18 歳以上被保険者均等割額は、18 歳以

上被保険者 1 人について 100 円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯

別平等割額) 

第 139 条の 14 第 136 条第 5 項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000 円 

(2) 特定世帯 500 円 

(3) 特定継続世帯 750 円 

第 145 条第 1 項中「)並びに」を「)、」に改め、「170,000 円)」の次に

「並びに同条第 5 項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケ

までに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 30,000 円を超え

る場合には、30,000 円)」を加え、同項第 1 号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者(第 135 条第 2 項に規定する世帯主を

除く。) 

1 人について 700 円 

ク 18 歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の 18 歳

以上被保険者均等割額 18 歳以上被保険者(第 135 条第 2 項に規定

する世帯主を除く。) 

1 人について 70 円 



ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(i) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700 円 

(ii) 特定世帯 350 円 

(iii) 特定継続世帯 525 円 

第 145 条第 1 項第 2 号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者(第 135 条第 2 項に規定する世帯主を

除く。) 

1 人について 500 円 

ク 18 歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の 18 歳

以上被保険者均等割額 18 歳以上被保険者(第 135 条第 2 項に規定

する世帯主を除く。) 

1 人について 50 円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(i) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500 円 

(ii) 特定世帯 250 円 

(iii) 特定継続世帯 375 円 

第 145 条第 1 項第 3 号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者(第 135 条第 2 項に規定する世帯主を

除く。) 

1 人について 200 円 

ク 18 歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の 18 歳

以上被保険者均等割額 18 歳以上被保険者(第 135 条第 2 項に規定

する世帯主を除く。) 

1 人について 20 円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 



(i) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200 円 

(ii) 特定世帯 100 円 

(iii) 特定継続世帯 150 円 

第 145 条第 2 項に次の 1 号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児 1

人について次に定める額 

ア 前項第 1 号キに規定する金額を減額した世帯 850 円 

イ 前項第 2 号キに規定する金額を減額した世帯 750 円 

ウ 前項第 3 号キに規定する金額を減額した世帯 600 円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 500 円 

第 145 条第 3 項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、

「被保険者均等割額」の次に「及び 18 歳以上被保険者均等割額」を加え、

同項第 1 号中「第 24 条の 30 の 5」を「第 24 条の 30 の 6」に改め、同項

に次の 3 号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額 当該出産被保険者につき第 139 条の 11 の規定により算

定した所得割額の 12 分の 1 の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第 139 条の 12 の規定

により算定した被保険者均等割額(第 1 項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の 12 分の 1

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の 18 歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第 139 条の

13 の規定により算定した 18 歳以上被保険者均等割額(第 1 項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の 18 歳以上

被保険者均等割額)の 12 分の 1 の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第 145 条に次の 1 項を加える。 



4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に 18 歳に達する日以後の

最初の 3 月 31 日以前である被保険者(以下「18 歳未満被保険者」とい

う。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する 18

歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前 3 項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)

に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。 

附則第 25 条、第 27 条の 3 及び第 27 条の 5 から第 27 条の 11 までの規

定中「第 139 条の 7」の次に「、第 139 条の 11」を加える。 

 

附 則 

(施行期日) 

第 1 条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市税条例の規定

は、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。 

(国民健康保険税の経過措置) 

第 2 条 この条例による改正後の美唄市税条例の規定は、令和 8 年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和 7 年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

 



議案第 44 号 

 

美唄市犯罪被害者等支援条例制定の件 

 

美唄市犯罪被害者等支援条例を次のように制定するものとする。 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                    美唄市長 桜井 恒   

 

美唄市犯罪被害者等支援条例 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成 16 年法律第 161 号)及び北

海道犯罪被害者等支援条例(平成 30 年北海道条例第 7 号)の規定を踏ま

え、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の

責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定

め、それらを総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の

回復又は軽減を図り、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地

域社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をい

う。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を

いう。 

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活

動を行う団体をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人又は個人をいう。 

(5) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等

の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものを

いう。 



(6) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び被害を受け

ることをいう。 

(7) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗

中傷、報道機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精

神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重

んぜられるよう、配慮して行われなければならない。 

2 犯罪被害者等への支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれ

ている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二

次的被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければならな

い。 

3 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができる

よう、その受けた被害を回復し、又は軽減するために必要な支援が提供さ

れるよう行われなければならない。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっ

とり、犯罪被害者等への支援に関する施策を策定し、関係機関等との連携

並びに市民等及び事業者の協力の下、実施するものとする。 

(市民等の責務) 

第 5 条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状

況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、二次的被害を

生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が

実施する犯罪被害者等への支援に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状

況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、その事業活動

を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮

するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。 

2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労について十分配慮するよう

努めるものとする。 



(相談及び情報の提供等) 

第 7 条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整

を行うものとする。 

(見舞金の支給) 

第 8 条 市長は、犯罪被害者等の受けた被害(犯罪行為(犯罪被害者等給付

金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 55 年法律第 36

号)第 2 条第 1 項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)による死亡若

しくは規則で定める重傷病(以下「重傷病」という。)又は規則で定める性

犯罪(以下「性犯罪」という。)による被害に限る。)の原因となった犯罪

行為が行われた時又は性犯罪があった時において、当該死亡した者の遺族

又は当該重傷病を負った者若しくは性犯罪により被害を受けた者が市内に

住所を有していた場合、これらの者に対し、見舞金を支給する。 

2 見舞金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

(1) 遺族見舞金 30 万円 

(2) 重傷病見舞金 10 万円 

(3) 性犯罪被害見舞金 10 万円 

(居住の安定) 

第 9 条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯

罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮等必

要な支援を行うものとする。 

(安全の確保) 

第 10 条 市は、犯罪被害者等が再被害及び二次的被害を受けることを防止

し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱

いの確保等を行うものとする。 

(支援の制限) 

第 11 条 市は、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でない

と認める場合は、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。 

(補則) 

第 12 条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 



附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(適用区分) 

2 第 8 条の規定は、施行日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺

族若しくは重傷病を負った者又は施行日以後にあった性犯罪により被害を

受けた者に対し適用する。 

 



議案第 45 号 

 

美唄市太陽光発電施設の設置等に関する条例制定の件 

 

美唄市太陽光発電施設の設置等に関する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                    美唄市長 桜井 恒   

 

美唄市太陽光発電施設の設置等に関する条例 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項

を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等

の安全で安心な生活環境の確保と良好な自然環境の保全に寄与することを

目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備を

いう。 

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業(建築基

準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物の屋根、

壁面若しくは屋上のいずれかに設置するもの又は設置者の事業所等と併

設されるもので、主に自己消費を目的とするものを除く。)で、出力の

合計が 10 キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められ

る設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する

太陽光発電施設の合算した出力が 10 キロワット以上となる場合を含

む。)をいう。 

(3) 出力 太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナー等の出力

のいずれか小さい方の値をいう。 



(4) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。 

(5) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。 

(6) 管理者 太陽光発電施設を管理する者をいう。 

(7) 周辺関係者 太陽光発電施設の設置事業に伴って生活環境等に一定

の影響を受けるおそれがある次に掲げる者をいう。 

ア 事業区域の近隣に居住している者 

イ 事業区域の近隣の土地若しくは家屋の所有者又は使用者 

ウ 事業区域に関係する行政区等(事業区域が行政区の境界付近の場合

は、隣接する行政区も含む。)の代表者 

エ その他市長が特別の事由があると認める者 

(市の責務) 

第 3 条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置

を実施するものとする。 

(事業者の責務) 

第 4 条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条

例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮

し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。 

(市民及び周辺関係者の責務) 

第 5 条 市民及び周辺関係者は、第 1 条に定める目的を達成するため、市

の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければなら

ない。 

(抑制区域) 

第 6 条 市長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施

設の地域との共生のため、抑制区域(太陽光発電事業の実施について特に

配慮が必要と認められる区域として規則で定めるものをいう。)として指

定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができる。 

(事前協議) 

第 7 条 事業者は、第 9 条第 1 項の規定による届出をしようとするとき

は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業に関する計画について

市長と協議しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な

指導又は助言をすることができる。 

(周辺関係者への説明) 



第 8 条 事業者は、次条第 1 項又は第 3 項の規定による届出をしようとす

るときは、あらかじめ、当該事業区域の周辺関係者に対し、説明会を開催

するなど同条第 1 項に規定する事業計画に関する周知について必要な措置

を講じなければならない。 

2 前項の周知を行うに当たっては、事業者は、次条第 1 項に規定する事業

計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならな

い。 

3 事業者は、第 1 項の措置を行ったときは、規則で定めるところにより、

その結果を市長に報告しなければならない。 

(届出) 

第 9 条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事

に着手する日の 60 日前までに、前条第 1 項の当該事業区域の周辺関係者

への太陽光発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、太

陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

2 事業計画に記載する事項は、規則で定める。 

3 第 1 項の規定による届出をした者は、前項に掲げる事項の変更(規則で

定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ当該変更

後の事業計画を市長に届け出なければならない。 

(工事完了の届出) 

第 10 条 前条第 1 項又は第 3 項の規定による届出をした者は、当該届出に

係る設置が完了したときは、その完了した日から起算して 14 日以内に規

則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該

工事を中止したときも同様とする。 

(地位の承継等) 

第 11 条 対象事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところによりそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

2 対象事業者は、管理者を変更したときは、規則で定めるところによりそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

(廃止の届出) 

第 12 条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しよ

うとする日の 30 日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 



2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき太陽光発

電施設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太

陽光発電施設の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して 30 日

以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

3 事業者は、その太陽光発電施設を廃止しようとするときは、太陽光発電

施設の解体、撤去、廃棄その他適切な措置を講じなければならない。 

(維持管理) 

第 13 条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害又は生活環境等の

保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全

かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。 

(報告又は資料の提出) 

第 14 条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業

者に対し、太陽光発電事業について報告又は資料の提出を求めることがで

きる。 

(立入調査等) 

第 15 条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、事業者の事

務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をし、又は事業者に質

問することができる。 

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

(指導、助言又は勧告) 

第 16 条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措

置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。 

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限

を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 事業者が第 9 条第 1 項又は第 3 項の規定による届出を行わず、又は

虚偽の協議等をしたとき。 

(2) 事業者が正当な理由なく第 9 条第 1 項又は第 3 項の規定による届出

をする前に設置工事に着手したとき。 

(3) 事業者が第 10 条、第 11 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 12 条第 1

項若しくは第 2 項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をした

とき。 



(4) 事業者が第 12 条第 3 項の規定による措置を講じなかったとき。 

(5) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又

は被害を与えるおそれがあるとき。 

(6) 事業者が第 14 条に規定する報告若しくは資料の提出をせず、若し

くは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は前条第 1 項の規定

による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

(7) 太陽光発電事業が生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると

認めるとき。 

(8) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。 

(公表) 

第 17 条 市長は、前条第 2 項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な

理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧

告の内容を公表することができる。 

2 市長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対し

て、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

(補則) 

第 18 条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において太陽光発電施

設を設置し、又は太陽光発電施設の設置工事に着手している事業者(次項

及び附則第 4 項において「既設等事業者」という。)については、第 7

条、第 8 条並びに第 9 条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。 

3 前項の規定にかかわらず、既設等事業者は、太陽光発電事業計画認定申

請書、添付書類及び認定通知書の写し等の提出に関し、市長の求めに応じ

て協力するよう努めなければならない。 



4 既設等事業者は、施行日以後に第 9 条第 2 項に掲げる事項の変更(規則

で定める軽微な変更を除く。)を行うときは、同条第 3 項の規定による届

出を行わなければならない。 

5 施行日前において太陽光発電施設を設置している事業者については、第

10 条の規定は、適用しない。 

6 第 12 条の規定は、太陽光発電施設を設置し、又は太陽光発電施設の設

置工事に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用する。た

だし、施行日から起算して 30 日以内に太陽光発電施設を廃止しようとす

る場合は、この限りでない。 

7 第 13 条から第 17 条までの規定は、太陽光発電施設を設置し、又は太陽

光発電施設の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての事業者につい

て適用する。 

 



議案第 46 号 

 

美唄市字の名称及び区域変更の件 

 

 本市区域内の字の名称及び区域を次のとおり変更するため、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条第 1 項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

令和 8 年 6 月 16 日提出 

 

                      美唄市長 桜井 恒   

 

変更する字の名称及び区域 

 

字の名称 変更する字の区域の名称 変更する字の区域 

小川宅地 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(3953-1 外 14 筆) 

開発 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(49-1 外 5 筆) 

開発宅地 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(247-1 外 1 筆) 

小川 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(1833) 

上美唄 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(3273-1 外 32 筆) 

上美唄原野 上美唄 字上美唄の一部 

(2075-2 外 37 筆) 

上美唄原野 字なし 字なしの一部 

(2775-1 外 8 筆) 

上美唄原野 茶志内 字茶志内の一部 

(2456-1 外 23 筆) 

上美唄原野 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(2719-1 外 24 筆) 

茶志内 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(42-1 外 57 筆) 

茶志内 字なし 字なしの一部 

(1511-1 外 6 筆) 

茶志内 上美唄 字上美唄の一部 

(2949-1 外 14 筆) 

茶志内 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(40-1 外 24 筆) 

茶志内開発 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(48-1 外 9 筆) 



茶志内原野 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(46-11 外 61 筆) 

茶志内原野 茶志内 字茶志内の一部 

(1839-1 外 5 筆) 

茶志内原野 字なし 字なしの一部 

(34-1 外 78 筆) 

茶志内原野 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(56-1 外 89 筆) 

茶志内原野開発 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(66 外 27 筆) 

美唄 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(3531-1 外 5 筆) 

美唄 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(3526-1 外 12 筆) 

美唄原野 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(3006-1 外 1 筆) 

字なし 茶志内原野 字茶志内原野の一部 

(183-1 外 13 筆) 

字なし 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(40-4 外 2 筆) 

上美唄 大富 字大富の一部 

(3368-1 外 44 筆) 

上美唄原野 大富 字大富の一部 

(3896-1 外 3 筆) 

美唄 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(2996-1 外 4 筆) 

上美唄 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(2428-1 外 42 筆) 

茶志内原野 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(45-1 外 133 筆) 

茶志内 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(47-1 外 108 筆) 

ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟ 上美唄原野 字美唄原野の一部 

(215-1 外 14 筆) 

大富 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(2196-5 外 17 筆) 

小川 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(1632) 

字なし 上美唄原野 字上美唄原野の一部 

(185-1 外 13 筆) 

茶志内 ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟ 字ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟの一部 

(35-1 外 41 筆) 

大富 ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟ 字ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟの一部 

(241-1 外 2 筆) 

茶志内原野 ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟ 字ﾄｲﾇﾀｯﾌﾟの一部 

(2005-1 外 8 筆) 



令和8年度

美唄市一般会計補正予算(第3号)



議案第47号

　　令和8年度美唄市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算の補正)

　　令和8年6月16日提出

美唄市長　桜井　恒　

　予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和8年度　美唄市一般会計補正予算(第3号)

第1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 152,564千円を追加し、歳入歳出予算の

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　総額を歳入歳出それぞれ  21,441,592千円とする。

－1－



第1表

1　歳　入 (単位：千円)

2　歳　出 (単位：千円)

  8 土木費 1,931,606 60,000 1,991,606 

 3 生活保護費 738,891 

384,757 

  2 総務費 1,488,357 51,151 1,539,508 

 1 総務管理費

1,600,876 1,529 1,602,405 

51,151 1,426,998 

  3 民生費 3,069,092 36,413 3,105,505 

 2 国庫補助金 1,309,159 26,090 1,335,249 

 3 委託金 10,301 1,529 11,830 

 1 国庫負担金 1,460,780 25,536 1,486,316 

 16 国庫支出金 2,780,240 53,155 2,833,395 

 19 寄附金 1,228,818 59,342 1,288,160 

 1 寄附金 1,228,818 59,342 1,288,160 

 20 繰入金 236,637 5,000 241,637 

 1 基金繰入金 236,637 5,000 241,637 

補正前の額

35,067  1 繰越金 14,281 

歳入歳出予算補正

補正前の額項

21,289,028 

補　正　額 計款 項

計款

21,441,592 

補　正　額

歳　　　入　　　合　　　計

35,067 

152,564 

49,348 

14,281  21 繰越金 49,348 

 1 特別会計支出金 2,764,797 5,000 2,769,797 

  14 諸支出金

34,884 773,775 

 4 都市計画費 324,757 60,000 

21,441,592 歳　　　出　　　合　　　計 21,289,028 152,564 

 1 社会福祉費

1,375,847 

2,770,197 5,000 2,775,197 

－2－



令和8年度

美唄市一般会計補正予算説明書(第3号)



1　総　括

(歳　入) (単位：千円)

(歳　出)

2　歳　入

16

1

1

2

1  総務費国庫補助金

2

3

2

19

1

1

20

1

10

21

1

1

(一般会計)

79,058 25,254 104,312 

85,079  民生費国庫補助金 836 85,915 

 国庫補助金 1,309,159 26,090 1,335,249 

 民生費委託金 6,406 1,529 7,935 

 委託金 10,301 1,529 11,830 

 繰入金 236,637 

 地域医療推進基金繰入金 0 5,000 5,000 

 基金繰入金 236,637 5,000 241,637 

5,000 241,637 

1,228,818 

 総務費寄附金 1,200,000 59,342 1,259,342 

 寄附金 1,228,818 59,342 1,288,160 

 寄附金 59,342 1,288,160 

1,486,316 

 民生費国庫負担金 1,459,870 25,536 1,485,406 

  3 民生費 3,069,092 36,413 3,105,505 

  8 土木費 1,931,606 60,000 1,991,606 

  2 総務費 1,488,357 51,151 1,539,508 

 国庫支出金 2,780,240 53,155 2,833,395 

歳　出　合　計

款　　　項　　　目

53,155 

59,342 

5,000 

2,833,395 

1,288,160 

241,637 

 16 国庫支出金

 19 寄附金

 20 繰入金

2,780,240 

1,228,818 

236,637 

21,289,028 

補　正　額款

補正前の額

21,441,592 

計

152,564 

5,000  14 諸支出金 2,770,197 

補正前の額

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

計

歳　入　合　計

款

補正前の額

14,281 

14,281 35,067 

 国庫負担金 1,460,780 25,536 

14,281 49,348 

21,289,028 21,441,592 

49,348 

補　正　額

 繰越金

35,067 

 21 繰越金 14,281 35,067 49,348 

補　正　額

35,067 

152,564 

49,348 

2,775,197 

 繰越金

 繰越金

計

－1－



 

(単位：千円)

(単位：千円)

 デジタル技術を活用した地域資源収益化実装事業

 地域公共交通活性化・再生総合事業

 4 地域未来交付金(デジタル

   改善事業費補助金

9,500 

15,754 

   実装型)

11 地域公共交通確保維持

   事業費補助金

 3 生活困窮者就労準備支援 836  生活保護事務

 国民年金一般管理事務 1 国民年金事務委託金 1,529 

 1 地域医療推進基金繰入金 5,000  病院事業会計支出金

59,342  1 地域振興費寄附金

 7 生活保護費負担金 25,536 

25,254 

27,901 

25,897 

8,512 

60,000 

5,000  53,155 94,409 

説　　　　　　　　明
金　　額区　　分

35,067  1 繰越金

 生活保護扶助事業

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

そ　の　他道支出金国庫支出金 地　方　債
一　般　財　源

 5,000 

 

節

－2－



3　歳　出

2

1

7

10

3

1

7

3

1

2

8

4

3

14

1

6

(一般会計)

5,000 

 病院事業会計支出金 647,711 5,000 652,711 繰入金

 特別会計支出金 2,764,797 5,000 2,769,797 5,000 

 諸支出金 2,770,197 5,000 2,775,197 5,000 

 公園費 73,305 60,000 133,305 60,000 

 都市計画費 324,757 60,000 384,757 60,000 

15,754 

 土木費 1,931,606 60,000 1,991,606 60,000 

9,500 

19,000 765,987  国庫支出金 9,500 

 市民生活費 68,763 32,151 100,914  国庫支出金 16,397 

 企画費 746,987 

 総務管理費 1,375,847 51,151 1,426,998 25,254 25,897 

 総務費 1,488,357 51,151 1,539,508 25,254 25,897 

1,529 

 国民年金事務費 81 1,529 1,610  国庫支出金

 社会福祉費 1,600,876 1,529 1,602,405 1,529 

36,413 3,105,505 27,901 8,512 

 836 

 生活保護総務費 34,915 836 35,751  国庫支出金

 生活保護費 738,891 34,884 773,775 26,372 8,512 

補正前の額

 扶助費 703,976 

 民生費 3,069,092 

補　正　額
補正額の財源内訳

款　項　目

738,024 国庫支出金 8,512 

計

 25,536 

特定財源 一般財源

34,048 

－3－



(単位：千円)

 デジタル技術を活用した地域資源収益化実装事業

 消費生活の改善等、市民生活の支援に要する経費

 地域公共交通活性化・再生総合事業

12 委託料

13 使用料及び賃借料

 国民年金一般管理事務

 生活保護事務

 生活保護扶助事業

 公園施設等再整備事業

 病院事業会計支出金

 病院事業会計に対する繰出金

18 負担金補助及び交付金 5,000 5,000 

60,000 60,000 

 公園の整備及び管理に要する経費

14 工事請負費

10 需用費 1,157 

836 

34,048 

17 備品購入費 9,900 

11 役務費 55 

19,000 19,000 

20,797 

297 

 企画行政に要する経費

12 委託料

1,529 1,529 

 国民年金事務に要する経費

12 委託料

10 需用費 59 

 生活保護事務に要する経費

 3 職員手当等

説　　　　　　　　明

19 扶助費

722 

金　　額区　　分

節

 生活保護扶助に要する経費

32,151 

34,048 

－4－



(単位：千円)

補　正　後 76,982 9,900 4,851 5,049 ワゴン車購入　　　　　　　2台

補　　　正 32,151 9,900 4,851 5,049 ワゴン車購入　　　　　　　2台

補　正　前 44,831

区　分 予算額 うち普通建設
普通建設事業財源内訳

計　画　の　概　要
特定財源 一般財源

補　正　後 60,000 60,000 60,000
遊具新設
　 中央公園

補　　　正 60,000 60,000 60,000
遊具新設
　 中央公園

補　正　前

区　分 予算額 うち普通建設
普通建設事業財源内訳

計　画　の　概　要
特定財源 一般財源

美唄市一般会計補正予算(第3号)

事　　業　　費　　調

款 事　　　　業　　　　名

土木費 公園施設等再整備事業

款 事　　　　業　　　　名

総務費 地域公共交通活性化・再生総合事業

－5－



令和8年度  美唄市病院事業会計補正予算(第1号)



議案第48号

第1条

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

  第1款 千円 千円 千円

第2項 千円 千円 千円

  第1款 千円 千円 千円

第1項 千円 千円 千円

第3条 予算第9条に定めた他会計からの補助金を次のとおり補正する｡

千円 千円 千円

提出

美唄市長　桜井　恒

令和8年6月16日

令和8年度  美唄市病院事業会計補正予算(第1号)

収 入

(科　　目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

令和8年度美唄市病院事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。

2,030,834

医 業 外 収 益 327,689 5,000 332,689

病 院 事 業 収 益 2,025,834 5,000

279,649 5,000 284,649

医 業 費 用 2,289,530 5,000 2,294,530

支 出

(既決予定額) (補正予定額) (計)

(科　　目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

病 院 事 業 費 用 2,387,721 5,000 2,392,721
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既決予定額 補正予定額 計 備考
千円 千円 千円

1 病院事業収益 2,025,834 5,000 2,030,834

2 医業外収益 327,689 5,000 332,689

3 他会計補助金 279,649 5,000 284,649

既決予定額 補正予定額 計 備考
千円 千円 千円

1 病院事業費用 2,387,721 5,000 2,392,721

1 医業費用 2,289,530 5,000 2,294,530

3 経費 434,159 5,000 439,159

支　　　　　出
款 項 目

令和8年度  美唄市病院事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出
収　　　　　入

款 項 目
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(単位：千円)

1　業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益(△は当期純損失) △ 365,712

減価償却費 344,460

退職給付引当金の増減額 (△は減少) 59,330

賞与引当金の増減額 (△は減少) 15,349

貸倒引当金の増減額 (△は減少) 14

長期前受金戻入額 △ 37,086

受取利息 △ 1,300

支払利息 53,083

資産減耗費 100

長期前払消費税償却額 33,795

未収金の増減額 (△は増加) △ 60,029

貯蔵品の増減額 (△は増加) 50

未払金の増減額 (△は減少) △ 2,054

預り金の増減額 (△は減少) 0

その他の増減額 (△は減少) 0

小計 40,000

受取利息 1,300

支払利息 △ 53,083

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 11,783

2　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 180,091

修学資金の貸付による支出 △ 1,920

長期前払消費税による増減 △ 14,184

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 196,195

3　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 197,900

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 171,009

他会計からの出資による収入 86,384

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,275

4　資金増減額(△は減少) △ 94,703

5　資金期首残高 506,482

6　資金期末残高 411,779

令和8年度　美唄市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
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(単位：千円)

1  固定資産

(1)有形固定資産

 イ 土地 7,575

 ロ 建物 4,203,033

　  減価償却累計額 △ 471,024 3,732,009

 ハ 構築物 1,034,745

　  減価償却累計額 △ 101,673 933,072

 ニ 器械備品 1,085,427

　  減価償却累計額 △ 588,659 496,768

 ホ 車輌 2,887

　　減価償却累計額 △ 2,703 184

 ヘ 有形リース資産 66,139

　　減価償却累計額 △ 62,832 3,307

 ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 5,172,915

(2)無形固定資産

 イ 電話加入権 522

無形固定資産合計 522

(3)投資

 イ 貸付金 4,800

 ロ 長期前払消費税 443,492

投資合計 448,292

固定資産合計 5,621,729

2  流動資産

(1)現金預金 411,229

(2)未収金 228,307

(3)貸倒引当金 △ 261

(4)貯蔵品 2,713

(5)つり銭資金 550

流動資産合計 642,538

資産合計 6,264,267

令和8年度  美唄市病院事業会計補正予算(第1号)

［当  年  度  分］

(令和9年3月31日)

資　産　の　部
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3  固定負債

(1)企業債

 イ 建設改良分 4,311,744

企業債合計 4,311,744

(2)引当金

 イ 退職給付引当金 753,663

引当金合計 753,663

固定負債合計 5,065,407

4  流動負債

(1)一時借入金 0

(2)企業債

 イ 建設改良分 159,058

企業債合計 159,058

(3)未払金 110,116

(4)引当金

 イ 賞与引当金 113,843

引当金合計 113,843

(5)その他流動負債 2,520

流動負債合計 385,537

5  繰延収益

長期前受金 1,115,623

収益化累計額 △ 142,669

繰延収益合計 972,954

負債合計 6,423,898

6  資本金

自己資本金

イ固有資本金 13,488

ロ一般会計出資金 3,073,502

自己資本金合計 3,086,990

資本金合計 3,086,990

7  剰余金

(1)資本剰余金

 イ 道費補助金 477

 ロ 受贈財産評価額 4,785

 ハ 寄附金 558

資本剰余金合計 5,820

(2)欠損金

 イ 当年度未処理欠損金 3,252,441

欠損金合計 3,252,441

剰余金合計 △ 3,246,621

資本合計 △ 159,631

負債・資本合計 6,264,267

資　本　の　部

負　債　の　部
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既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円

1 病院事業収益 2,025,834 5,000 2,030,834

2 医業外収益 327,689 5,000 332,689

3 他会計補助金 279,649 5,000 284,649 一般会計負担金

2,025,834 5,000 2,030,834

既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円

1 病院事業費用 2,387,721 5,000 2,392,721

1 医業費用 2,289,530 5,000 2,294,530

3 経費 434,159 5,000 439,159 プッシュ型往診事業実証実験

2,387,721 5,000 2,392,721

△361,887 0 △361,887

予 算 説 明

収　　益　　的　　収　　入

本 年 度 予 算 額
補 正 予 定 額 の 内 訳

収 入 支 出 差 引 残 高

科 目

科 目

収 益 的 支 出 合 計

収　　益　　的　　支　　出

本 年 度 予 算 額
補 正 予 定 額 の 内 訳

収 益 的 収 入 合 計
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